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　「おでん」の美味しい時期になってきました。ある食品メーカーに
よる調査では99年以降、鍋料理のトップは「おでん」だそうです。最
近では様々なおでん種があり、地域や家庭によっては珍しい具材も
あるようです。多様なおでん種を一緒に煮込み、それぞれの旨味が重
なりあって、この時期の定番料理として親しまれるのでしょうね。ま
さに、私たちが目指すべき「共生社会」を表しているようです。「おで
ん」のように、一人ひとりが尊重され、誰もが持てる力を発揮し、生
き生きと活躍できる社会をつくりたいものです。私は、そんな「おで
ん」が大好きです。 （ひろちゃん）
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　当センターでは、人権に関する図書やビデオ・DVD等を無料で貸し出しています。個人は
もちろん、学校の授業や職場の研修等にご活用ください。貸出利用登録の手続きについて
は、センターにお尋ねください。

◇貸出冊数及び貸出期間
  　図　書　貸出冊数：3冊以内　 貸出期間：14日以内
  　DVD等　貸出本数：3本以内　 貸出期間：14日以内
  　機　材　貸出期間：14日以内（機材…16㎜フィルム映
　　　　　  写機、ビデオデッキ、プロジェクター、スクリーン）

◇ビデオ・DVDについて
　ライブラリー所蔵のビデオ・DVDの種類・内容について
は、「宮崎県人権ホームページ」に掲載していますので、ご
参照ください。また、在庫確認のため、貸出申込みの前
に、当センターへお電話くださるようお願いします。

編集後記

情報・ご意見などをお待ちしています。

宮崎県人権啓発センターだより
「人権」とは、人間らしく幸せに生きるた
めの権利。だれにとっても身近で大切な
ものです。思いやりの心をもって、みん
なで「じんけんの風」を吹かせましょう。
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図書・ビデオ・DVD等を貸し出しています

Q 性的少数者の中で、レズビアン、ゲイ、
バイセクシュアル、トランスジェンダーの
人を総称して何という？

じんけんクイズ

Ａ ＴＰＰ　　Ｂ ＡＫＢ　　Ｃ ＬＧＢＴ
ページのどこかにヒントがあるよ！

クイズの答えをお寄せください。正解者の中から抽選で5名の方に、
宮崎のガイドブックを進呈いたします。アンケートハガキに答えと必
要事項をご記入の上、お送りください。当選者の発表は、発送をもっ
てかえさせていただきます。
応募締切：平成28年2月28日（当日消印有効）

ほかにも、人権啓発資料の作成、ホームページでの情報提供、図書・ビデオ等の貸出（下記）も行っています。

宮崎県人権啓発センターでは、個人や学校、企業・団体向けにさまざまな活動を行っています。
皆様のご利用をお待ちしています。

活用してください！宮崎県人権啓発センター JINKEN NO KAZE

○ 知らず知らずのうちに、外国人の方を「特別な人」という
　感覚をもっていたことを反省しました。（延岡市　50代）
　○ 『人権』ということを、この「じんけんの風」の記事から、
　普通のこと、日常的なこととして考えてほしいです。
 （椎葉村　40代）
　○ 『人権』についてもっと学習して、すべての人と共生できる
　人生を送りたいです。 （川南町　70代）
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わたしたちの人権講座 ...................................10

研修会を
実施しています！

企業や民間団体等の研修会への
職員派遣や、外部講師の紹介を
行っています。

講師の派遣や
紹介をしています！

研修会を
実施しています！

講師の派遣や
紹介をしています！

人権啓発専門員が人権問題に
ついての相談に応じます。
　　　専用電話☎0985-26-0238

人権担当者養成講座や県民人権
講座、人権ファシリテーター養
成講座などを行っています。

人権に関する相談を
行っています！
人権に関する相談を
行っています！

わたしたちの人権講座を
開催しています！
わたしたちの人権講座を
開催しています！

センター研修室での人権講座
　　　を開催しています。

お気軽に

お問い合わせ

ください！

みん
ながフレンドリー

12月4日～12月10日は人権週間です！

わたしたちの身近にある
人権問題



知ろう！考えよ
う！

人権フェスティバル人権フェスティバル
　一日人権擁護委員委嘱式や人権ポスターの
表彰式、混声合唱団によるミニコンサート、
啓発パレードなどを開催します。バルーンアー
トやキーホルダーづくりなど体験コーナーも。

日　時 / 平成27年12月5日㈯ 12：30～16：00予定
会　場 / イオンモール宮崎１階スペースコートおよびイーストコート
問合せ / 宮崎地方法務局人権擁護課☎0985-22-5124

　12月4日～10日は「人権週間」です。国際連合は、1948年12月10日の第3回総会で世界人権宣言が採択され
たのを記念し、12月10日を「人権デー」と定めました。わが国では、1949（昭和24）年から、毎年12月10日を
最終日とする一週間を「人権週間」と定めています。
　この機会に、私たちの周りにはどんな人権問題があるのか考えてみましょう。

　法務省では毎年度、人権啓発活動における重点目標をかかげ、特に力を入れる項目を打ち出しています。
私たちの暮らしや社会環境の変化によって、重点目標・項目にも変遷が見られます。平成 27 年度の重点目標・
強調事項から、私たちの身近な暮らしの中にある人権について考えてみましょう。

いろんな人権を大切にしよう

　人権について気になること、困ったことが起きたとき、一番身近な相談パー
トナーとなってくれるのが「人権擁護委員」のみなさんです。人権擁護委員は、
法務大臣から委嘱された民間の人たちです。現在、全国で約1万4000人が活動
し、宮崎県でも宮崎、都城、延岡、日南の４つの協議会にわかれ、192名の人
権擁護委員が活躍しています。
　人権擁護委員は、法務局で行われる常設相談所または各地域の公的施設で行
われる特設相談所において、面談や電話による人権相談に応じています。また、

「人権を侵害された」という被害者からの申告を受けて、人権侵犯事件の調査
や当事者間の調整にあたるなどして事案の円満な解決を図っています。さらに、
人権について関心をもってもらえるような啓発活動も展開しています。

一番身近な相談パートナー
人権擁護委員を知っていますか

!

?
１．女性の人権を守ろう
２．子どもの人権を守ろう
３．高齢者を大切にする心を育てよう
４．障害のある人の自立と社会参加を進めよう
５．同和問題に関する偏見や差別をなくそう
６．アイヌの人々に対する理解を深めよう
７．外国人の人権を尊重しよう
８．ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見
　  や差別をなくそう
９．刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をな
　  くそう
10．犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
11．インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
12．北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を
　  深めよう
13．ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
14．性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
15．性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくそう
16．人身取引をなくそう
17．東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参照/法務省ホームページ
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わたしたちの身近にある
人権問題
わたしたちの身近にある
人権問題

［平成27年度啓発活動重点目標］ ［年間強調事項］

みんなで築こう 人権の世紀
考えよう相手の気持ち 育てよう思いやりの心

じめや体罰、児童虐待などの子ど
もの人権が侵害される事例が起き

ています。子どもも一人の人間として尊
重されるよう、理解を深めることが大切
です。

い

定の民族や国籍の人々を排
斥する差別的言動がヘイト

スピーチであると取り上げられ、
問題となっています。2020年の
東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて、国際的な人権意識
を高めることが大切です。

特

護施設における高齢者の身体的・
心理的虐待などが発生していま

す。高齢者が生き生きと暮らせる社会づ
くりが必要です。

介

ンターネット上の誹謗
中傷やプライバシー侵

害、いわゆるリベンジポルノ
とされる画像流出など悪質な
人権問題が発生しています。
インターネットを使用する際
のルールやマナーに関する正
しい知識を深めることが必要
です。

イ

日本大震災以降、
福島第一原子力発

電所の事故の影響により
被災した人々が差別され
るという新たな人権問題
が発生しています。一人
一人の正しい知識と思い
やりの心が必要です。

東

E v e n t  I n f o r m a t i o n

みんなの人権110番（全国共通）

　0570 -003 - 110
子どもの人権110番

　0120 - 007 - 110
女性の人権ホットライン

　0570 -070 - 810
インターネットによる人権相談

ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

ぜろぜろななのひゃくとおばん

ゼロナナゼロのハートライン

気 に なるp o i n t !

インターネット人権相談

12月4日～12月10日は人権週間です！12月4日～12月10日は人権週間です！12月4日～12月10日は人権週間です！12月4日～12月10日は人権週間です！

昨年の様子
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じんけん Interview

03 03

13人に 1 人は性的少数者＝LGBT
　私は現在、「虹色ダイバーシティ」という非営利団体で、
LGBTなどの性的少数者、LGBTがいきいきと働ける職
場づくりのための活動をしています。以前は食品メー
カーや外資系の会社に勤めていたのですが、自分が同性
愛者であるということを職場の人には隠していたため、
後ろめたさがあったり、チームになじめずに転職を繰り
返しました。そんな自分自身の経験から今の団体を立ち
上げ、企業研修に伺ったり、コンサルティングを行うよ
うになりました。以前も自分なりに精一杯仕事に打ち込
んでいたつもりでしたが、カミングアウトして今の活動
をするようになって、100％力が発揮できるようになっ
たと実感しています。
　ところで皆さんのまわりにLGBTはどれくらいいると
思いますか？「ほとんどいない」と答える方が大半では
ないでしょうか。しかし、電通総研が2015年に発表し
た調査によるとLGBTは人口の約7.6％。13人に 1 人の
割合です。仮に宮崎県の生産年齢人口（15～64歳）に
当てはめてみると、約55,600人。「いない」のではなく、

「言えない」から「見えない」だけなのです。ですから
職場でも、LGBTが「いる」ことを前提にした職場づく
りをしてほしいと思います。「おかま」「ホモ」など差別
的な言葉は使うべきではありませんし、「結婚しない
の？」「子どもは？」などセクハラに当たる言葉や、ゲ
イをネタにしたジョークなども知らず知らずに誰かを傷
つけています。そのような職場では、当事者は大きなス
トレスを抱え、心身の不調や離職につながります。これ
は企業にとって大きな損失ではないでしょうか。まずは
人事担当者がLGBT研修を受ける、相談窓口を開設する、
などから始めてみませんか。たとえカミングアウトしな
くとも、理解者が一人でもいると思えば当事者は心強く
思えます。

制度の上でも LGBT の権利保障を
　企業に限らず、地域も同じです。私は高校生の頃に、
自分のような性のあり方を持つ人はこの街には他にいな
いと孤独を感じ、大学進学を機に故郷から飛び出しまし
た。同じように誰にも言えず悩む若者は多いと思います。
でももし、自分の住む町は性的少数者にやさしいまちだ
と安心することができたら、故郷にとどまり、地域の大
きな力になるのではないでしょうか。東京都渋谷区の同
性パートナーシップ条例は大きな話題になりましたし、
大阪府淀川区はコミュニティスペースや電話相談など
様々なLGBT支援事業を行っています。
　あるアメリカのリサーチ会社の調査によると、日本で
は約過半数の人が「同性愛を認めるべきだ」と考えてい
るという結果が出ました。日本人は同性愛に対して寛容
な価値観を持っているようです。しかし一方で、制度対
応は遅れています。性的少数者に対する差別禁止法はあ
りませんし、同性婚も認められていないのが現状で、国
連からも勧告を受けています。たとえ長年生活をともに
していても、同性のカップルでは、いざというときの相
続や保険金も保障されていないのです。2020 年には、
東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。
それまでに法制度が整備され、日本がLGBTフレンド
リーな国になっていることを願い、さらに
活動を深めていきたいと思っています。

性的少数者は
あなたの身近にもいます
多様な人が生きやすい
フレンドリーな社会を
虹色ダイバーシティ 代表

村木 真紀さん

off Talk

今回
は

この
人に
注目
！

休日の楽しみ／山登りや BBQ などアウトドア

最近、ハマっていること／
LGBT の登場人物がいる海外ドラマ鑑賞

好きな言葉／ Think Different

JINKEN NO KAZE

性的少数者（性的マイノリティ）と人権
― 多様な性のあり方・多様な生き方 ―

性的少数者（性的マイノリティ）と人権
― 多様な性のあり方・多様な生き方 ―

【Ｌ】レズビアン（女性同性愛者）　
【Ｇ】ゲイ（男性同性愛者）

【Ｂ】バイセクシュアル（両性愛者）

【Ｔ】トランスジェンダー
　　　 （性別違和、性同一性障がいなど）

1974年茨城県生まれ　京都大学卒業後、大手食品メーカー、
外資系コンサルティング会社等に勤務
2011年、性的少数者がいきいきと働くことができる職場づくりを
めざして、友人とともに「虹色ダイバーシティ」を設立
現在は、企業向けの講演、コンサルティング業務を行っている

 世の中には男と女しかいない？
　　長い間、社会では「性」について、非常に固定
的に考えられてきました。
　世の中には「男性」と「女性」しかいない。そして、

「男性」は男性の特徴のある身体をもち、社会に
おいて「男性らしい」行動をし、女性に関心をもつ。

「女性」は女性の特徴のある身体をもち、「女性ら
しい」行動をし、男性に関心をもつ。それだけが
正常であり、そこからはずれるものは異常。…こ
のように考えられてきたのです。
　しかし、人間を単純に二つのパターンにわけ、
それだけを認めてそれ以外を排除してしまう考え
方は、パターンにあてはまらない人々が人知れず
苦しむ背景となっています。

 
さまざまな性的少数者（性的マイノリティ）
の人がいます　～LGBTとは～
　　人間の「性」には、いろんなあり方があります。
単純に「男性」「女性」という二つだけではあり
ません。
 
からだの性…身体つきや子どもを産む機能、性
染色体などによる性。必ずしも男性、女性の二
つだけではありません。性染色体だけを見ても
「XX」「XY」以外の様々な型があります。
こころの性…自分の性別の認識（性自認）のこ
とです。自分のことを男性だと思う人、女性だ
と思う人、中性だと思う人、性別は決めたくな
いという人もいます。
好きになる相手の性…性的指向といいます。異
性を好きになる人、同性を好きになる人、どち
らの性も好きになる人、性別で好きになる人を
決めたくないという人、特定の誰かを好きにな
らないという人などがいます。

　「からだ」「こころ」「好きになる相手」をもと
にすると、性のあり方にはいろいろな組み合わせ
があり、多様です。
　そのような多様なあり方のうち、「からだの性
が男性又は女性のどちらかであって、こころの性
がからだの性に対して違和感がなく、異性を好き
になる人々」以外の人々を総称して LGBT と呼
んでいます。

 多様な生き方を認め合う社会を
目指して
　　「性的少数者」の人たちは、これまでの性の区
分や異性愛を前提とした社会の中で、偏見による
いじめや差別の対象になるなど、様々な問題に直
面しています。
　また、「性的少数者」であることに戸惑いや不
安を感じ、そのことを誰にも（親にさえも）打ち
明けられずに、子どもの頃から学校、職場、家庭
などにおいてストレスや生きづらさを感じている
人もいます。
　現在、日本では同性同士の結婚（同性婚）は、
法的には認められていませんが、海外では多くの
国で認められています。日本でも性的少数者であ
ることを公表した人たちの中には、議員や歌手、
作家として活躍している人もいます。
　私たちは、性的少数者の人たちや多様な性のあ
り方、生き方について認識し、さらに理解を深め
ていく必要があります。



　「児童虐待防止推進月間」です。
　児童虐待に関する通報や相談件数は、毎年増加傾向にあり、子どもの命が奪われる重大な事件も後を
絶ちません。児童虐待は社会全体で解決すべき重要な課題であり、そのためには、国民全体の理解を深
めていくことが不可欠です。国では、毎年 11 月を、「児童虐待防止推進月間」と定めており、全国各
地において、児童虐待防止のための広報啓発活動が行われています。

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負
わせる、溺れさせる、など
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児童虐待とは？

　虐待から子どもたちを守るためには、地域の皆さんの気づきが大切です。
　日頃から子どもたちに関心を持ち「児童虐待では？」と感じることがあったら、お近くの市町村の児童
福祉担当窓口や、県内 3 か所に設置されている児童相談所へご連絡ください。相談・連絡は匿名で行うこ
ともできます。また、相談・連絡者や内容に関する秘密は守られます。

児童虐待を防止するには？

市町村の相談窓口
宮崎市家庭児童相談室
☎0985-21-1766
都城市こども課
☎0986-23-2684
延岡市こども家庭課
☎0982-22-7017
日南市家庭児童相談室
☎0987-31-1174
小林市家庭児童相談室
☎0984-23-4319
日向市こども課
☎0982-52-2111（内線 2170）

串間市子育て支援課
☎0987-72-0333（内線 505）

西都市家庭児童相談室
☎0983-43-0376
えびの市子育て悩み相談所
☎0984-35-0732
三股町福祉課
☎0986-52-9060
高原町町民福祉課
☎0984-42-1067
国富町福祉課
☎0985-75-9403

高鍋町福祉課
☎0983-26-2010

綾町福祉保健課
☎0985-77-1114

新富町町民こども課
☎0983-33-1293
西米良村福祉健康課
☎0983-36-1114
木城町福祉保健課
☎0983-32-4733
川南町福祉課
☎0983-27-8007
都農町福祉課
☎0983-25-5714

諸塚村住民福祉課
☎0982-65-1119

門川町福祉課
☎0982-63-1140（内線 231）

椎葉村福祉保健課
☎0982-68-7512
美郷町町民生活課
☎0982-66-3604
高千穂町福祉保険課
☎0982-73-1202
日之影町町民課
☎0982-87-3902
五ヶ瀬町福祉課
☎0982-82-1702 

身体的虐待

家に閉じ込める、充分な食事を与えない、衣服など不潔なまま
放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置する、などネグレクト

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的な扱い、子ど
もの目の前で他の家族に暴力をふるうこと、など心理的虐待

性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写
体にする、など性的虐待

児童相談所の連絡先
中央地区は･･･中央児童相談所（☎0985-26-1551）
県南地区は･･･都城児童相談所（☎0986-22-4294）
県北地区は･･･延岡児童相談所（☎0982-35-1700）
　　児童相談所全国共通ダイヤル 189からも、お住まい
の地域の児童相談所に電話が繋がります。

深夜・休日の相談窓口
子ども・ほほえみダイヤル☎0985-28-4152
　　県では、専門の電話相談員が、平日をはじめ土曜・日
曜・祝祭日や平日の夜間（毎日、9時から24時まで）も、子ども
や家庭に関する様々な悩み事の相談に応じています　
　保護者の方でも、子どもさん本人でも、気軽に相談で
きます。 

 拉致問題など北朝鮮当局による人権侵害問題の一日も早い真相究明と全面解決のためには、一人ひ
とりがこの問題に対する認識を深めていくことが重要です。県では、拉致問題に対する県民の皆さ
んの関心と認識をより深めていただくため、関係機関と協力し、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
を中心として、さまざまな啓発活動等に取り組んでいます。

　期　間　　平成27年12月8日㈫～12月13日㈰
　会　場　　県立図書館1Ｆロビー（宮崎市船塚3の210の1）
　　　　　　＊開催期間中、拉致問題に関するDVDを上映します。

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。

　政府が認定している拉致被害者（17人）の
うち、原 敕晁さん（長崎県出身）は宮崎県内
で拉致されています。また、昭和63年に行方
不明となった水居明さんをはじめ北朝鮮に拉致
された疑いがある、いわゆる「特定失踪者」の
県内関係者も4人おられるなど、本県も拉致の
現場となっています。
　拉致問題は、決してひとごとではありませ
ん。この機会に、拉致問題に対する認識を深め
ていただくとともに、拉致被害者の早期救出に
向けて、県民の皆さんの温かいご支援とご協力
をお願いします。 

拉致問題の解決には「県民一人ひとりの声」
が大きな力となります

アニメ『めぐみ』
北朝鮮による日本人拉致問題啓発DVDの紹介

出典：政府 拉致問題対策本部ホームページより引用・改編　http://www.rachi.go.jp/

拉致問題に関するパネル展

企画・制作：政府 拉致問題対策本部

昭和52年、当時中学1年生だっ
た横田めぐみさんが、学校からの
帰宅途中に北朝鮮当局により拉致
された事件を題材に、残された家
族の苦悩や、懸命な救出活動の模
様を描いたドキュメンタリー・ア
ニメです。

『拉致 私たちは何故、
気付かなかったのか！』

制作：『拉致 私たちは何故、気付かなかったのか！』
制作委員会（代表幹事：日本コンパクトディスク・
ビデオレンタル商業組合）

横田めぐみさんの母親・早紀江さ
んが想い続けてきたこと、心の叫
びを、数々の映像資料や撮りおろ
しインタビューで構成していま
す。

お問い合わせ　宮崎県オールみやざき営業課　☎0985-44-2623

はら ただあき

Q.日本人拉致被害者は何人いるのですか？
A.政府が認定してる拉致被害者は17人。このうち5人の方は帰
国を果たしましたが、12名については北朝鮮に残されたまま
です。ほかにも行方不明の日本人のうち、拉致の可能性が疑
われる方が多くいます。

Q.なぜ日本人を拉致したのですか？
A.はっきりした真相はわかっていませんが、朝鮮半島を統一す
る目的で韓国にスパイを送り込むために日本人を拉致したと
いう説があります。北朝鮮のスパイが日本人になりすました
り、日本の習慣や日本語の指導役として日本人を拉致したと
いうのです。

Q.どうなれば解決したことになるのですか？
A.すべての拉致被害者が帰国すること、北朝鮮が拉致被害の真
相を明らかにすること、拉致を実行した者を日本に引き渡す
こと。この3つを実現する必要があります。

Q.拉致問題解決のために、私たちに何ができるのでしょうか？
A.もしも自分が、自分の家族が、ある日突然連れ去られたら
……。一人ひとりが拉致問題に関心を持ち、拉致は決して許
さないという強い決意を表し続けることが、問題解決の大き
な力となります。

11月は

いちはやく

よ い こ に

身体的虐待
142件
26.3%

ネグレクト
225件
41.7%

心理的虐待
163件
30.2%

性的虐待
10件
1.9%

虐待の相談種別
総数540件（平成26年度）

出典：「児童相談所における児童虐待相談件数等
　　　の推移（宮崎県）」（福祉行政報告例）より
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「共に学び支え合う理解啓発推進事業」
事　業　期　間：平成25年度～平成27年

主　　　催：宮崎県教育庁特別支援教育室
事業実施校：県立高等学校および県立中等教育学校

JINKEN NO KAZE

次世代ペアレント授業

　宮崎県教育委員会では、次世代を担う高校生を対象に、障がいの理解や受容、障がいの有無にかか
わらず共に地域で暮らすことなどについて、理解を深めるための「次世代ペアレント授業」を実施し
ています。
　各学校が障がいのある方やその家族、障がい者団体等の代表、その他、特別支援教育や医療・保健・
福祉等の関係者などを講師としてお招きして、講話やグループワーク、コンサートなどの授業に取り
組んでいます。

　「宮崎県人権教育・啓発推進方針」を昨年12月に改定したことを記念して、各種講演を通じて、県
民の皆様に人権について考え、行動していただくきっかけとなるよう、人権啓発講演会を開催しました。
　今回は、人権全般に関する基調講演とともに、方針で掲げた12の人権に関する重点課題のうち、
県が平成25年度に実施した県民意識調査で関心の度合いが比較的低かった３つの課題（同和問題、
性的少数者、刑を終えて出所した人）について、分科会形式で専門家をお招きし、講演いただきました。

1 実施について

講演会の開催目的について

当日の模様

● わたしが親になったときに今回の話を思い出して、自分の子どもにも伝えていければなと思い
　 ました（Ａ高等学校 1 年）
　● 私の友人にも障がいがある人がいます。その子はいつも笑顔なのですが、一度だけ私の前で涙
　 を流したことがありました。大好きな友だちがもう泣くことがないような世界にしていきたい
　 と思います。（Ｂ高等学校 2 年）
　● 私が生まれる前から父が車いすを利用しています。父に支えられながら育ってきましたが、こ
　 れからは父をはじめ、障がいのある方々と共に支えあいながら生きていきたいと思いました。
　 （Ｃ高等学校 3 年）

3 参加した生徒の感想

3年間ですべての県立高等学校および県立中等教育学校が実施

2 各学校の取組
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特 別 支 援 教 育 室

　共に学び支え合う理解啓発推進事業では、特別支援教育や障がいの理解啓発活動として、「文化・芸術・
スポーツ活動や学校の特色を生かした人づくり」、「理解啓発フォーラム」、「共に生きるまちづくりギャ
ラリー」、「特別支援学校一日校長先生」も実施しています。

　年　度　　 　実施校数　  参加生徒数
平成25年度　　　11校　　　2,216名
平成26年度　　　12校　　　3,554名
平成27年度　　　16校　　　 実施中

テーマ（例）
「障がいのある方から見た社会と支援」、
「障がいのある方々との共生を考えよう」、
「保護者の願い」「車いすとともに」など

平成26年度 都農高等学校
「子どもと家族・関係者の集まりポン太クラブ」
会長による授業テーマ：共生について

日時／平成27年10月30日（金） 13：00～16：00
場所／ＪＡ・ＡＺＭ大ホール（基調講演、分科会①）
　　　１階小研修室（分科会②）
　　　宮崎県医師会館２階研修室（分科会③）
主催／宮崎県、宮崎県教育委員会、宮崎県人権啓発推進協議会

分科会１では、「同和対策審議会答申から50年～今、私
たちに何が問われているか～」と題して、福岡県人権施
策推進懇話会会長の稲積謙次郎様から同和問題の今
日的な課題と今後の取組について講演いただきました。

基調講演として、「人権を取り巻く現状と課題」をテー
マに、公益財団法人人権教育啓発推進センター理事
長の横田洋三様によるお話をいただきました。

「宮崎県人権教育・啓発推進方針」
改定記念事業

人権啓発講演会

分科会２では、「再犯のない社会づくりをめざして～刑
を終えて出所した人の社会復帰支援」と題して、福岡
県で長年保護司を務められ、雇用の場を提供し続けて
こられた副島勲様から講演いただきました。

分科会３では、「マイノリティの性～性同一性障がいを
中心に」と題して、自ら性同一性障がいに悩み、性別
適合手術により、男性の戸籍を取得された虎井まさ衛
様から講演いただきました。



詳しくは、
宮崎県人権啓発センター
（TEL.0985-32-4469）
まで、お問い合わせください。

おすすめ 　　　　　紹介
宮崎県人権啓発センターでは、人権に関する図書やビデオ・DVD等を無料で貸し出しています。

　この作品は、ともだちのい
いところを認め、自分のいい
ところを見つけることのすば
らしさを伝えます。それが、
自分も大切、相手も大切とい
う人権感覚を身につけること
につながると考えます。
ぜひ、子どもたちと一緒にご
覧ください。

みんないちばん！

● 2006年制作／13分

ア　ニ　メ

　厚生労働省の概念にそった
パワハラジャッジの要件を踏
まえ、もう一度職場全員でパ
ワハラを正しく理解し、さま
ざまな部下への指導の仕方を
分かりやすく解説していま
す。職場での研修や管理職の
方々の自己啓発としていかが
でしょうか。

●2013年制作／第1巻28分
　　　　　　　　第2巻27分　

職　場　編

　人は勘ちがいや思い込みが
多いものです。それによって
対人関係にヒビが入ったり、
時には人の心を傷つけること
にもなります。また、正確で
はない情報や知識が偏見につ
ながっていく場合もあります。
日常生活の中に見られるいく
つかの事例を紹介して、どう
すればなくしていけるかを考
える教材です。待望のDVD化！

心のメガネ曇ってませんか？

● 2000年制作／20分

人権全般

　中学 3 年生の主人公が、
父親の死によって初めて自分
の両親の離婚の原因が部落差
別にあったことを知り、部落
差別を正面から向き合い乗り
越えていこうと決心するまで
の姿を描いています。
人間の本当の幸せとは何か、
差別を許さない生き方とはど
のようなものかを今一度考え
てみませんか。

バースディレストラン

　宮崎県人権啓発センターでは、研修・
視察に来られた方々を対象に「わたし
たちの人権講座」を開いています。人
権講座では、ビデオや資料を使いなが
ら、「人権」について楽しく学ぶこと
ができます。多くの皆さまが当セン
ターを訪れ、受講されています。
　

＊「わたしたちの人権講座」の申し
込みは、随時受け付けています。場
所は当センター内の研修室、定員
は１回あたり20名程度です。
　時間は概ね60分ですが、内容に
より調整します。研修内容、その
他の相談にも応じます。

● 2000年制作／30分

平成27年９月16日㈬
宮崎県立看護大学生の皆さん

同和問題
パワーハラスメントを考える
第１巻「パワハラを正しく理解するために」
第２巻「パワハラにならない叱り方」

＊詳しい貸出方法については、次ページをご覧ください。

DVD
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平成27年10月28日㈬
川南町立山本小学校3・4年生

平成27年９月28日㈪　三股町身体障害者連絡協議会の皆さん

えせ同和行為を排除しましょう！

　「同和問題について理解しているか」とか「同和問題の解決のために協力してほしい」などといって、高
額な図書等の購入をしつこく迫ったり、寄付金や協力金を一方的に要求することがえせ同和行為の典型的な
ものです。
　宮崎県内における発生は概ね減少傾向にあるものの、依然として発生が続いています。
　えせ同和行為は、同和地区の人々や同和問題の解決に真剣に取り組んでいる方々に対するイメージを著し
く損ね、ひいては同和問題に対する誤った認識を植え付ける大きな原因となっています。
　えせ同和行為を排除するためには、同和問題を正しく理解するとともに、「はっきり、きっぱり断る」姿勢
が大切です。

えせ同和行為とは、同和問題を口実として行われる
不当な要求や不法な行為のことです。  

「えせ同和行為に関するアンケート調査」結果　　
　県では、えせ同和行為の実態を把握するため、
平成27年1月、県内の3,000事業所を対象にアン
ケート調査を実施しました。（調査対象期間：平
成26年1月～12月・回答事業所数1,239事業所・
回答率 41.3%）

同和問題について
正しく理解しましょう！

同和問題に対する正しい理解を深めることは、えせ同和行為へ適切に対応することにつな
がります。研修会や講演会に参加したり、職場研修等を開催するなど、同和問題への理解
を深めることが大切です。

　県庁ホームページからえせ同和行為の対応マニュアルをダウンロードすることができます。
また、冊子版も配布しておりますので、必要な方は
人権同和対策課（TEL.0985-26-7067）までご連絡ください。

不当な要求は、「はっきり、
きっぱり」断りましょう！

「検討する」、「考えてみる」といった相手方に期待を抱かせる発言をすることなく、「いり
ません」、「応じられません」と「はっきり、きっぱり」と断りましょう。なお、困ったと
きは、県、市町村、警察、法務局、暴力追放センター、弁護士会等に相談しましょう。

えせ同和行為を受けたことがあると
回答した事業所数

●　事業所数　25事業所（被害率 2.0%）                
●　要求件数　41件（1 事業所平均 1.6 件）    

要求に応じた事業所数 等
●　事業所数　6事業所（応諾率 24.0%）   
●　応諾件数　7件（1 事業所平均 1.1 件）

えせ同和行為への対応のポイント

宮崎県  ストップえせ同和 検 索

寄付金・賛助金
・協力金の要求
寄付金・賛助金
・協力金の要求 14.6%14.6%

機関紙等への
広告掲載
機関紙等への
広告掲載 4.9%4.9%

要求の種類

図書等物品購入図書等物品購入 73.2%73.2%

要求の手口

21.6%21.6%
同和問題を
知っているかと脅した
同和問題を
知っているかと脅した

29.7%29.7%
執拗に電話を
かけてきた
執拗に電話を
かけてきた

大声で威嚇した大声で威嚇した 10.8%10.8%

要求の口実

31.0%31.0%
同和問題の知識

（認識・研修）不足
同和問題の知識

（認識・研修）不足

17.2%17.2%単なる言いがかり、
無理難題
単なる言いがかり、
無理難題

他社を
引き合いに出す
等

他社を
引き合いに出す
等

17.2%17.2%

要求に応じなかったときの
相手の反応

50.0%50.0%引き下がった引き下がった

その他その他 16.7%16.7%

親会社や
監督官庁等に
連絡すると言って脅した 等

親会社や
監督官庁等に
連絡すると言って脅した 等

11.1%11.1%

わたしたちの人権講座
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宮崎県人権啓発センター
宮崎市橘通東2-10-1 県庁8号館6階

（宮崎県人権同和対策課内）

TEL.0985-32-4469
FAX.0985-32-4454
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　「おでん」の美味しい時期になってきました。ある食品メーカーに
よる調査では99年以降、鍋料理のトップは「おでん」だそうです。最
近では様々なおでん種があり、地域や家庭によっては珍しい具材も
あるようです。多様なおでん種を一緒に煮込み、それぞれの旨味が重
なりあって、この時期の定番料理として親しまれるのでしょうね。ま
さに、私たちが目指すべき「共生社会」を表しているようです。「おで
ん」のように、一人ひとりが尊重され、誰もが持てる力を発揮し、生
き生きと活躍できる社会をつくりたいものです。私は、そんな「おで
ん」が大好きです。 （ひろちゃん）
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　当センターでは、人権に関する図書やビデオ・DVD等を無料で貸し出しています。個人は
もちろん、学校の授業や職場の研修等にご活用ください。貸出利用登録の手続きについて
は、センターにお尋ねください。

◇貸出冊数及び貸出期間
  　図　書　貸出冊数：3冊以内　 貸出期間：14日以内
  　DVD等　貸出本数：3本以内　 貸出期間：14日以内
  　機　材　貸出期間：14日以内（機材…16㎜フィルム映
　　　　　  写機、ビデオデッキ、プロジェクター、スクリーン）

◇ビデオ・DVDについて
　ライブラリー所蔵のビデオ・DVDの種類・内容について
は、「宮崎県人権ホームページ」に掲載していますので、ご
参照ください。また、在庫確認のため、貸出申込みの前
に、当センターへお電話くださるようお願いします。

編集後記

情報・ご意見などをお待ちしています。

宮崎県人権啓発センターだより
「人権」とは、人間らしく幸せに生きるた
めの権利。だれにとっても身近で大切な
ものです。思いやりの心をもって、みん
なで「じんけんの風」を吹かせましょう。

vol.26

Autumn

秋号
秋号

http://www.m-jinken.jp/

図書・ビデオ・DVD等を貸し出しています

Q 性的少数者の中で、レズビアン、ゲイ、
バイセクシュアル、トランスジェンダーの
人を総称して何という？

じんけんクイズ

Ａ ＴＰＰ　　Ｂ ＡＫＢ　　Ｃ ＬＧＢＴ
ページのどこかにヒントがあるよ！

クイズの答えをお寄せください。正解者の中から抽選で5名の方に、
宮崎のガイドブックを進呈いたします。アンケートハガキに答えと必
要事項をご記入の上、お送りください。当選者の発表は、発送をもっ
てかえさせていただきます。
応募締切：平成28年2月28日（当日消印有効）

ほかにも、人権啓発資料の作成、ホームページでの情報提供、図書・ビデオ等の貸出（下記）も行っています。

宮崎県人権啓発センターでは、個人や学校、企業・団体向けにさまざまな活動を行っています。
皆様のご利用をお待ちしています。

活用してください！宮崎県人権啓発センター JINKEN NO KAZE

○ 知らず知らずのうちに、外国人の方を「特別な人」という
　感覚をもっていたことを反省しました。（延岡市　50代）
　○ 『人権』ということを、この「じんけんの風」の記事から、
　普通のこと、日常的なこととして考えてほしいです。
 （椎葉村　40代）
　○ 『人権』についてもっと学習して、すべての人と共生できる
　人生を送りたいです。 （川南町　70代）

無料

読者's

VOICE
!

読者's

VOICE
!

【 特　集 】

性的少数者と人権 
―多様な性のあり方・多様な生き方― ........................03
じんけんInterview
虹色ダイバーシティ代表 村木真紀さん ............................04
児童虐待防止月間 ...........................................05
北朝鮮人権侵害問題啓発週間 .......................06

次世代ペアレント授業 ...................................07
人権教育・啓発推進方針改定記念事業 ........08
えせ同和行為を排除しましょう！ ...............09
おすすめＤＶＤ紹介/
わたしたちの人権講座 ...................................10

研修会を
実施しています！

企業や民間団体等の研修会への
職員派遣や、外部講師の紹介を
行っています。

講師の派遣や
紹介をしています！

研修会を
実施しています！

講師の派遣や
紹介をしています！

人権啓発専門員が人権問題に
ついての相談に応じます。
　　　専用電話☎0985-26-0238

人権担当者養成講座や県民人権
講座、人権ファシリテーター養
成講座などを行っています。

人権に関する相談を
行っています！
人権に関する相談を
行っています！

わたしたちの人権講座を
開催しています！
わたしたちの人権講座を
開催しています！

センター研修室での人権講座
　　　を開催しています。

お気軽に

お問い合わせ

ください！

みん
ながフレンドリー

12月4日～12月10日は人権週間です！

わたしたちの身近にある
人権問題


